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てをする者は､殊更に許可抗告制度を逸脱する意図をも

って抗告許可の申立てをすることを選択したものとい

うほかない。このような不当な目的をもってされた抗告

許可の申立てを原裁判所に移送することによって当該

申立てをする者を法的に保護すべき理由はないという

べきである。そして、以上の検討を踏まえると、上記の

場合には､当該抗告許可の申立てが不適法であることは

明らかであるから、これを原裁判所による上記許可に係

る決定を経るために原裁判所に移送することは要しな

いというべきであり、このように解したとしても許可抗

告制度に抵触するものではない。

したがって、上記の場合には、最高裁判所は、抗告許

可の申立てについて､抗告許可申立書が最高裁判所に提

出されたことを理由として､原裁判所に移送することな

裁判例

民事

◎ 抗告許可の申立てをする者が､抗告許可申

立書を提出すべき裁判所が原裁判所であ

ることを認識しながら不当な目的をもっ

てあえて最高裁判所に抗告許可申立書を

提出した場合には、最高裁判所は、抗告許

可の申立てを原裁判所に移送することな

く不適法として却下することができる

件名 再審却下決定に対する抗告許可申立事件
く不適法として却下することができるというべきであ

る。

3 本件申立書及びその付属書類によれば､本件申立

ては、申立人がA弁護士（以下「本件弁護士」という。）

を代理人として選任し､本件弁護士が作成した本件申立

書を当裁判所に提出することによりされたものであり、

本件申立書には､本件申立ての以前に本件弁護士が最高

裁判所に抗告許可申立書を提出した抗告許可の申立て

について移送された事案が複数ある旨の記載がされて

いる。その上、本件申立書には、仙台地方裁判所又は広

島地方裁判所への移送を希望し､福岡高等裁判所管内の

裁判所への移送を拒絶するとまで記載されているので

あるから､本件申立てが民訴法の上記規定に反すること

を十分認識しながら、自らの希望する裁判所に移送され

ることを求めるという不当な目的をもってあえて最高

裁半|｣所にされたものであることは明らかというべきで

ある。

以上によれば、本件申立ては、許可抗告制度を逸脱す

る意図をもってあえて不適法な抗告許可の申立てをす

ることを選択してされたものというほかないから､原裁

判所に移送することなく不適法として却下すべきもの

である。

4 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

決定する。

(裁半|｣長裁判官 安浪亮介 裁判官 岡 正晶 裁判官

堺 徹 裁判官 宮川美津子 裁判官 中村 愼）

最高裁判所令和7年（許）第18号

令和8年1月28日 第一小法廷決定 却下

申立人 X

原 審 なし

主 文

本件申立てを却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理 由

1 本件は、申立人が、再審却下決定に対する抗告許

可の申立てをする旨の書面(以下｢本件申立書｣という。）

を当裁判所に提出することにより、抗告許可の申立てを

した事案である。

2 民訴法337条に規定する許可抗告制度は､最高

裁判所に対する負担が過重にならないようにしながら、

法令解釈の統一を図ることを目的として､高等裁判所の

決定及び命令のうち一定のものに対し､当該裁判に最高

裁半|｣所の判例と相反する半l1断がある場合その他の法令

の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合に

当たるとして､高等裁判所が決定により抗告を許可した

ときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる

こととしたものである｡ そして、民訴法は、抗告許可の

申立ては抗告許可申立書を原裁判所に提出してしなけ

ればならない旨を規定しており（337条6項、313

条、286条1項)、上記の場合に当たるか否かは原裁

判所が上記許可の決定において判断すべき事項である。

そうすると、抗告許可申立書を最高裁半l1所に提出するこ

とは､許可抗告制度の予定しないものというべきである。

そうであるにもかかわらず､抗告許可の申立てをする

者（以下、単に「申立てをする者」という。）が、単に

最高裁判所に抗告許可申立書を提出したというにとど

まらず､抗告許可申立書を提出すべき裁判所が原裁判所

であることを認識しながら不当な目的をもってあえて

最高裁判所に抗告許可申立書を提出した場合には､申立 ’

Ｆ
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件訴訟は同裁判所から管轄裁判所に移送されることが

見込まれるものである。そうであるにもかかわらず、本

件訴状は、前記1のとおり、原告の訴訟代理人である本

件弁護士によって作成され当裁判所に提出されたもの

であるから、本件訴えは、最高裁判所の管轄に属しない

ことを十分認識しながら、あえて最高裁判所を経由し、

本来､管轄のない裁半|｣所への訴訟係属を求めて当裁判所

に提起されたものというべきである。こうした訴えを最

高裁半|｣所に提起することは､人事訴訟法及び民訴法の予

定する正当な権利の行使とはいい難く、是認し得るもの

ではない。そうすると、本件訴えは、現行法規に則って

訴えを提起し訴訟手続を追行するという意思を欠いた

不当な目的によるものというべきであり、本件訴訟を移

送することによって原告の救済を図る必要があるとい

うことはできない。

また､当裁判所が本件訴訟を管轄裁判所に移送しなけ

ればならないと解すると、当裁判所は、本件訴訟の管轄

裁判所を調査することを余儀なくされ､その調査につい

て負担を負うこととなる。この負担は、上記の不当な目

的に基づくものであり、原告が当裁判所にこれを課すこ

とに法的正当性を見いだすことはできない。その上、本

件訴えの審理が開始されるためには本件訴訟が当裁判

所から管轄裁半ll所に移送されなければならず､その経緯

が迂遠であることは明らかである。このような訴訟につ

いてまで当裁判所が管轄裁判所に移送しなければなら

ないと解することは､最高裁判所を最終審裁判所とする

訴訟制度の運営を維持する観点から許容し難い。

以上に加えて､本件弁護士が本件訴えの提起以前にも

殊更にこれと同様の行為を繰り返してきたことは当裁

判所に顕著であることを併せ考えると、本件訴えの提起

は、訴訟制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠

き、訴訟上の権利の行使として到底是認することができ

ないというべきである。

（3）上記の事情を総合すれば､本件訴えは、訴訟上の

信義則に反するとして却下すべきものである。このよう

◎ 訴状が最高裁判所に提出された場合に、当

該訴えが訴訟上の信義則に反するとして

却下された事例

件名 離婚等請求事件

最高裁判所令和7年（マ）第244号

令和8年1月28日 第一小法廷決定 却下

原告 X

被告 Y

原審 なし

主 文

本件訴えを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

理 由

1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば､本件の

経緯等は、次のとおりである。

（11原告は、令和7年5月、A弁護士（以下「本件弁

護士」という。）を訴訟代理人として、本件弁護士が作

成した｢遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴

状（19：47）（令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、

その提出先を｢遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」

とする書面（以下「本件訴状」という。）を当裁判所に

提出した。

（2）本件訴状には、原告について、「光り輝く令和原

告」の肩書が付され、その住所として北九州市内にある

本件弁護士の法律事務所の所在地が記載されており、被

告について､福島県いわき市内に住所を有する旨の記載

がある。また、本件訴状には、請求の趣旨として、原告

と被告の離婚を請求する旨などと記載されており、「令

和管轄の利益」と題する項目において、「令和管轄の利

益を享受致したい次第である｣、｢仙台家裁での本件完遂

が可能である｡」との記載がある。なお、本件訴状には

印紙が貼付されておらず、貼用印紙額の欄には「訴訟救

助申立中」と記載されているが、実際には、訴訟救助の

申立てはされていないし、郵券も予納されていない。

2 本件訴状の記載によれば、本件訴状は、北九州市

内に住所を有する原告が､福島県いわき市内に住所を有

する被告に対し､離婚等を求める訴えを提起する趣旨で

当裁判所に提出されたものであると解される。

3(1) しかしながら､離婚等を求めて提起された訴え

が最高裁判所の管轄に属する旨の法令上の定めはない

から､本件訴えが当裁判所の管轄に属しないことは明ら

かである。

（2）そして、本件訴状には本件訴えに係る訴訟（以下

「本件訴訟」という。）を仙台家庭裁判所に移送するこ

とを求める旨の記載があるが､本件訴訟が仙台家庭裁判

所の管轄に属することをうかがわせる事情はないから、

仮に本件訴えが同裁半ll所に提起されたとするならば､本

に解したとしても､原告が本件訴えにおいて主張する実

体的権利の有無について､法の予定する訴訟手続に則っ

て裁判を受ける機会が失われるものではないから､原告

の権利を過度に制約するものではない。

4 したがって､本件訴えは不適法なものとして却下

を免れない。そして、以上に説示したところによれば、

当裁判所が本件訴えを却下するに当たっては民訴法3

17条1項の趣旨が妥当するから､本件訴えについては、

同項を類推適用して、決定で、これを却下することがで

きると解するのが相当である。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定

する。

(裁判長裁判官 堺 徹 裁判官 安浪亮介 裁判官

岡 正晶 裁判官 宮川美津子 裁判官 中村 愼）

2
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則は有期雇用契約社員に対する一時金に関する定めを

置いていなかった。

3 原審は、上記事実関係の下において、被上告人ら

には平成23年11月2日までは準社員就業規則が適

用されるとした上で、要旨次のとおり判断して、被上告

人らの一時金に係る損害賠償請求を一部認容した。

上告人は､同日までは被上告人らを準社員と扱うべき

であったのに、これに反して一時金を支給しなかったか

ら、被上告人らに対し、不法行為に基づき、一時金相当

額及び弁護士費用相当額の損害賠償義務を負う。

4 しかしながら､原審の上記判断は是認することが

できない。その理由は、次のとおりである。

被上告人らの一時金に係る損害賠償請求は､被上告人

らに準社員就業規則が適用され､一時金の支払を求める

具体的請求権（労働契約に基づく賃金債権）を有してい

たことを前提とした上で､上告人がその支払債務の履行

を怠ったことが不法行為に該当するとして､一時金相当

額等の損害賠償を求めるものである。

しかしながら､被上告人らが上記賃金債権を有するの

であれば､上告人においてその支払債務を履行しなかっ

たとしても､契約に基づく金銭債務の不履行となるにす

ぎず､当該不履行自体は債権者の不法行為法上の権利利

益を侵害するものではないから､一時金が支払われなか

ったからといって不法行為が成立するものではない｡本

件において、被上告人らは、専ら一時金が支払われなか

ったことをもって不法行為に該当すると主張するもの

であり、契約責任（債務不履行）のほかに、不法行為責

任が問題になる余地はない。

したがって、被上告人らは、上告人に対し、上告人に

◎ 労働者が使用者に対し一時金相当額を不

法行為に基づく損害賠償として請求する
ことはできないとされた事例

件名 労働契約法20条違反による損害賠償請求事件

最高裁判所令和6年（受）第2399号

令和8年2月13日 第二小法廷判決

一部破棄自判、一部却下、一部棄却

上 告 人 日東電工株式会社

被上告人 X, ほか59名

原 審 名古屋高等裁判所

主 文

1 原判決中､一時金に係る損害賠償請求に関する

上告人敗訴部分を破棄する。

2 前項の部分につき、被上告人X39を除く被上

告人らの控訴を棄却する。

3 上告人の扶養手当及び特別休暇に係る損害賠

償請求に関する上告を却下する。

4 上告人のその余の上告を棄却する。

5 訴訟の総費用は、これを9分し、その1を上告

人の負担とし､その余を被上告人らの負担とす

る。

理 由

上告代理人楠井嘉行ほかの上告受理申立て理由第1

の3について

1 本件は、上告人に雇用されていた被上告人ら（た

だし、被上告人X39を除く。以下同じ｡)が、上告人が

労働契約に基づく一時金を支払わなかったことにより

損害を被ったなどと主張して、上告人に対し、不法行為

に基づき、一時金相当額及び弁護士費用相当額の損害賠

償を求めるなどする事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要は､次のと

おりである。

（1）上告人が雇用する労働者は、従前、期間の定めの

ない労働契約を締結した正社員と期間の定めのある労

働契約を締結した準社員とに区分され､正社員には正社

員就業規則が､準社員には準社員就業規則が適用されて

いた。

（21上告人は､被上告人らを新たに設ける区分である’

有期雇用契約社員として雇用することとし､平成22年

1月1日から平成23年9月1日までの間に､被上告人

らとの間で契約期間を6か月とする労働契約を締結し

た。上記労働契約において、被上告人らの労働条件は有

期雇用契約社員就業規則による旨が定められていたが、

上告人が同就業規則を作成したのは同年11月3日で

あった。

（3）準社員就業規則は準社員に対する一時金に関す

る定めを置いていたのに対し､有期雇用契約社員就業規

よる一時金の支払債務の不履行を理由として､一時金相

当額を不法行為に基づく損害賠償として請求すること

はできないというべきである。

5 以上と異なる原審の判断には､判決に影響を及ぼ

すことが明らかな法令の違反がある｡論旨は理由があり、

原判決中､被上告人らの一時金に係る損害賠償請求に関

する上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上に

説示したところによれば、上記請求は理由がなく、これ

を棄却した第1審判決は結論において正当であるから、

上記部分につき被上告人らの控訴を棄却すべきである。

なお､上告人の扶養手当及び特別休暇に係る損害賠償

請求に関する上告については､上告人が上告受理申立て

の理由を記載した書面を提出しないから、これを却下す

ることとし、その余の上告については、上告受理申立て

の理由が上告受理の決定において排除されたので､棄却

することとする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決

-ナス 』
ノ ‐ C

(裁判長裁判官 岡村和美 裁判官 三浦 守 裁判官

尾島 明 裁判官 高須順一）

3



令和8年3月1日 第1881号裁 判 所 時 報

記事
痔労働審判制度20年の歩みひ

労費,審判制度開始から20年の間に起きた､我か国の辱閂悩勢に大きな影響を及ぼす

出采事とともに､労働書判制度の通阿の歩みを紹介します。

Hl8（2006）.4

韻~静制度の運用開始(労働審判法施行）◎阿多博文氏最高裁判所判事に就任

器
苛憐甫判の手4千散'よ、IFj・哩.悶鯰ウ､ら、|晒調Iこ

卯し-ていましたが、リーマンンョノク1可』ミウ〕'．､21

‘よ､前母比約｜、7』号に手牛散ウ角崎LまLた‘

一 一一--- -

内閣は、2月2日阿多博文氏を最高裁判所判事に任命

し、同日皇居において、認証官任命式が行われた。

〈略歴〉昭和59年3月同志社大学法学部卒業、昭和

61年10月司法試験合格､昭和63年3月京都大学大

学院法学研究科修士課程修了､平成2年4月弁護士名簿

登録（大阪弁護士会）、平成14年9月法務省法制審議

会会社法（株券の不発行等関係）部会委員、平成16年

4月同志社大学法科大学院専任教授､平成28年11月

法務省法制審議会民事執行法部会委員､平成30年4月

同志社大学法科大学院客員教授､令和2年6月法務省法

制審議会民事訴訟法(IT化関係）部会委員

H20（ど()U芯）．

世界金融危機(リーーマン･シヨ､ノク）

→窄荊失業情努の急没も蓮.化

ぃｵうゆも｢派遣十万リJ

F,命．
Lヨ

白
H25（2013)．l

テレビ会議方式による期日運用閣始

’
H31（2019）

働き方改革スタート

綴
(働き方改革間1曲法施行〕

‘侵陰問匁覗〔T)星正

・工中>､を篭、可､r〕掴:慨

・了’鴬',生弓'宝向上と_一ソー･イラハランス寺皇マ

R2(2020）､ﾑ

新哩コロナウイルス惑楽症による

第1回緊曹皐FE宣言発出

R2．6－．

ｳｪｰﾌﾞ'会蟻方式による朔日が一部の庁(地裁

本庁'3庁)て運用開始

RZ､02地裁本庁全庁

R4.5 芳闘審刺取扱寛部

今労･剥幕PIE取り扱き全ての庁てfIj月ｩ･可能42篭

＃

酉

り

す
識
も

い
”
差

に

~〕昨［'て．L試斗';明I已出賑せすに．ウコフ

弓ないて．手篭乞迅.ﾀiもごとき､-くうと,J_う

*･;便‘乱ウ･向_LLユし‘f11◎広報テーマ(4月分）

R5（2023）－6

U,民事関係手続等における情報通1倉

技砺の活用等の推進を図るための問

係法律の芋偽に間-する法律』が成

立・公布

RIC（2028)‐6まてに

労働審判手続はデジタル化されます!

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用した申立て等か可能

lこなるほか､事件記録か電子化するなど、

労働審判手続か全面的に'電子化されます。

今後も矛』｣用しやすくより良い制噴を目媚し

て取り組んて，まいります！‐

霊･画｜
L‐‐‐一」 ‘一一一N

閏
野

齢 等
擬*労働審判制度は く 'け L一ロ

20周年を迎えました 吟(〔1 守

労|･勤需ギ｣苫｣責に.斗成18年ム目'一ぽ始さォ1、令札9年型･月'一房･晴唾始20畷年を這えよ'_/･‘

二の胃．,宮l寂.怪'?の':芽騒音と手篭主の磯の労偶懇係のトラフル！‘弄陶牢仲）を、迅速､;賢工か~つ

表鋤がjl-唾j制.を/董扶.に.､司』士苫|宮的革Jﾄｰ一報として塁生しﾉｰ蚤1度~〔あ'ﾉ､fW度年間3oorI1,キ

〃X上:ﾌｰ>申方てゥざも-き計'てい』す．

秀働季件'よ.吟に稚会経,音画,,1右J書の彰省~を受l寺や~』.'．$羊1.ヰAE斑｣て渉.る｝いえエマ.が､言の20

4間､'ノーマン･シヨ･ノクや和，型づこ･÷ウイルz感.雀矼の拡ﾅ､等の土弔乍を背景として､.弄胸鳶判

事iｷｰで凍り樋;ﾌﾉ1る労蟻事件も多・椎化､禧總困蕊化してき』した，早めようf‘中~ても､'芳陶喜半'・

引官'よ､常に’3-つのS(迅速性SpeeOy‘卑叫I生Speciolized,柔軟性Sui十｡ble)-E慕木､琿
含として巷牛”1．名<飼弄陰'鉾や乏健,をしできユしす．.′

目,壇,..?とマニと惰弾.が箕化する中て､秀働蕃+'周度が､将来にわ吏一』て労働紛争を泡正迅'収

に難z島する器l垣としてに題され製けるように．今循屯疏叩組人~<よ'.､リよす

ヒ ゴ

◎叙位・叙勲（’2月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和7年12月、死亡者のみ）」

のとおり

◎人事異動

定年退官

仙台高等裁判所判事 加藤 亮

（2月2日）

仙台高等裁判所判事

盛岡地方・家庭裁判所長 岡田健彦

盛岡地方・家庭裁判所長

東京地方裁判所判事兼東京簡易裁判所

司法行政事務掌理者 菊池憲久

東京地方裁半ll所判事兼東京簡易裁判所司

法行政事務掌理者

東京地方裁判所判事 上佛大作

東京地方裁判所判事

東京高等裁判所半ll事 小田真治

（以上2月3日）

定年退官

武蔵野簡易裁判所判事 西村郁夫

（2月4日）

齢､鱗:,技葬’
幸一告二1

全一呂副 一一 一

晶隆鍔』簿･飛､ 申立てから終局まての朗日雲尾回数

（令和6年）
llL'1.-『 0回

｣』=~ 6．2Lb

終局事由別の分布

（今和6年）

望 ％

目
星

１
３３回２

８３

調停堂立

ザ
労罰審f｣

賓鍋申立て亀･上

8－7に,℃

'苧EI』3i苣‘以内の月月I'て語理雪尋嘔L荘榊引』弘一._‘荘

‘.､と塁i雫-〔､定.ﾍｳ．｡.､ｵ1-ぞいま寸写､、鐸雫:z,､t・ど燭’7ﾗ

ﾑ明2412回以内弓零居L-,Fいます

，
匂

毒
一

寸
ｆ

寸
唾
分
一
ま

Ｌ
Ｆ
ｆ
ｈ

』
Ｌ

ｐ
Ｉ
Ｌ
－
４

祉
定
Ｌ

示
硝
小

急
ぐ
墓

手Ｌ
凸
争

←

ｊ
で

辱
壬
蝿

對
弥
奇

凡
冬
亜
き

く鄙鐸轆
韮
馬
肯

地
熱
》

》識恥

41

即11がi7．才可ｵﾐﾑ裁斗1.所まて出向かも･氏-碇

最高'jの私皐'舞令､‘I･昨[1に零.ｳw｢寸もこ､ヒウ‘-〈

きゐようこきリュLr､1

リ
汗
士
弛

氏
時
池

、
年
。
一
ナ

ー
ｆ
恐
’
ト

ト
と
１
１
ワ
ゾ

あ
て

需
降
Ｌ

時

向lこあ
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令和8年3月1日 第1881号裁 判 所 時 報

’

武蔵野簡易裁判所判事

東京簡易裁判所判事 中橋 章

定年退官

さいたま家庭・地方裁判所判事 加藤 学

福岡高等裁判所判事 久留島群一
r

（以上2月5日）

福岡高等裁判所判事

大分地方・家庭裁判所長 岡部純子

大分地方・家庭裁判所長

那覇家庭裁判所長 柴田寿宏

那覇家庭裁判所長

神戸地方裁判所判事 松田道別

神戸地方裁判所判事

大阪高等裁判所判事 中川綾子

さいたま家庭・地方裁判所判事

東京高等裁判所判事 佐藤晋一郎

（以上2月6日）

一I

定年退官

名古屋簡易裁判所判事 揖斐 潔

(2月12日）

依願退官（退官後在外公館）

事務総局家庭局付 佐々木悠士

(2月14日）

’

’

I

I

I

｜

I

I

｜ ’
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令和8年3月1日 第1881号裁 判 所 時 報

◎
裁
判
所
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程（令
和
八
年
一
月
二
八
日

最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

規
程
Ⅱ
別
添
の
と
お
り

裁
判
所
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
が
制
定
さ
れ
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
規
程
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
会
計
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
関

係
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

《
裁
判
所
会
計
事
務
規
程
の
一

最
高

》垂

一

裁
判

所

部
を
改
正
す
る
規
程
に
つ
い
て
》

規
程

、

４

’

6



(別紙）

叙 位 ・ 叙 勲（令和7年12月、死亡者のみ）

階
等

位
勲

発令日氏 名職 名

従四位
､±

1塁 藤 啓 佑東京地方裁判所判事 12. 3

瑞小

従四位

瑞小

根 本 順 一東京簡易裁判所判事 12．10

従六位

瑞双

司畠｣二
1．1 田元岐阜家庭裁判所大垣支部庶務課長兼主任書記官 12. 10

正四位

瑞中

原 道 子元水戸家庭裁判所長 i12. 15

従五位

早 出 由 男元日本弁護士連合会理事 12. 19

箙六付

中 山 佳 己元和歌山地方裁判所民事訟廷管理官 12．19

瑞双

従五付

小 野 森 男元日本弁護士連合会理事 112. 241

従三位

宮 崎 公 男元東京高等裁判所判事 12．28



裁判所時報第1 別添881号

◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号

裁
判
所
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

最
高

裁
判

所

裁
判
所
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

裁
判
所
会
計
事
務
規
程
（
平
成
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
歳
入
徴
収
官
、
剥
刈
劃
科
図

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
歳
入
徴
収
官
、
調
刈
制
門
例

司
州
剥
弓
支
出
負
担
行
為
担
当
官
、
支
出
負
担
行
為
担

当
官
代
理
、
官
署
支
出
官
、
官
署
支
出
官
代
理
、
セ
ン

タ
ー
支
出
官
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
、
契
約
担
当
官

、
契
約
担
当
官
代
理
、
分
任
契
約
担
当
官
、
分
任
契
約

担
当
官
代
理
、
収
入
官
吏
、
収
入
官
吏
閃
副
「
、
資
金
前

渡
官
吏
、
資
金
前
渡
官
吏
代
理
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出

納
官
吏
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
代
理
、
出
納
員

、
保
管
有
価
証
券
取
扱
主
任
官
、
債
権
管
理
総
括
機
関

、
物
品
管
理
官
、
物
品
管
理
官
代
理
、
国
有
財
産
事
務

分
掌
者
測
制
引
調
官
設
匠
家
鋼
と
は
、
別
表
第
一
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

改
正
後

官
代
理
、
分
任
歳
入
徹
収
官
、
分
任
歳
入
徴
収
官
代
劉
「

、
支
出
負
担
行
為
担
当
官
、
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代

理
、
官
署
支
出
官
、
官
署
支
出
官
代
理
、
セ
ン
タ
ー
支

出
官
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
、
契
約
担
当
官
、
契
約

担
当
官
代
理
、
分
任
契
約
担
当
官
、
分
任
契
約
担
当
官

、
分
任
収
入
官
吏
代
理
、
資
金
前
渡
官
吏
、
資
金
前
渡

官
吏
代
理
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
、
歳
入
歳
出

外
現
金
出
納
官
吏
代
理
、
出
納
員
、
保
管
有
価
証
券
取

扱
主
任
官
、
債
権
管
理
総
括
機
関
、
物
品
管
理
官
、
物

品
管
理
官
代
理
、
国
有
財
産
事
務
分
掌
者
１
封
。
引
函
園

痢
判
到
蜘
胡
分
任
官
設
置
簡
裁
と
は
、
別
表
第
一
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

担
当
官
代
理
、
分

代
理
、
収
入
官
吏

改
正
前

収
入
官
吏
代
理
、
分
任
収
入
官
吏

二

’
２
．
３

略
］

（
代
理
を
行
う
場
合
）

第
四
条

歳
入
徴
収
官
代
理
、
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代

（
歳
入
徴
収
官
等
と
し
て
指
定
す
る
官
職
及
び
委
任
す

る
事
務
の
範
囲
）

第
三
条

歳
入
徴
収
官
、
支
出
負
担
行
為
担
当
官
、
宮
署

支
出
官
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
、
契
約
担
当
官
、
糊
副
割
引

理
司
『
、
歳
入
徴
収
官
代
理
、
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代

理
、
官
署
支
出
官
代
理
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
、
契

約
担
当
官
代
理
測
棡
副
劉
飼
智
理
官
代
理
と
し
て
指
定
す

る
官
職
及
び
委
任
す
る
事
務
の
範
囲
は
、
別
表
第
二
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

理
、
官
署
支
出
官
代
理
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
、
契

約
担
当
官
代
理
、
桝
馴
剥
引
理
司
烈
剰
型
又
は
分
任
契
約
担

当
官
代
理
は
、
歳
入
徴
収
官
、
支
出
負
担
行
為
担
当
官

、
官
署
支
出
官
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
、
契
約
担
当
官
、

樹
刷
楜
副
詞
司
又
は
分
任
契
約
担
当
官
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
、
そ
の
事
務
を
代
理
す

》〈》ロ

［
一
～
三

略
］

（
収
入
官
吏
等
の
任
命
等
）

第
六
条

最
高
裁
判
所
長
官
等
は
、
そ
の
所
属
す
る
裁
判

所
（
地
方
裁
判
所
に
あ
っ
て
は
、
当
骸
地
方
裁
判
所
の

管
轄
区
域
内
に
あ
る
簡
易
裁
判
所
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
職
員
に
、
例
刈
剴
副
剰
、
資
金

及
び
委
任
す
る
事
務
の
範
囲
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

「
２
．
３

同
上
一

（
代
理
を
行
う
場
合
）

第
四
条

歳
入
徴
収
官
代
理
、
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代

創
州
剰
圏
又
は
分
任
契
約
担
当
官
代
理
は
、
歳
入
徴
収
官

、

支
出
負
担
行
為
担
当
官
、
官
署
支
出
官
、
セ
ン
タ
ー

支
出
官
、
契
約
担
当
官
、
物
品
管
理
官
、
分
任
歳
刈
徴

例
割
引
又
は
分
任
契
約
担
当
官
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
場
合
に
、
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
。

［
一
～
三

同
上
］

（
収
入
官
吏
等
の
任
命
等
）

第
六
条

最
高
裁
判
所
長
官
等
は
、
そ
の
所
属
す
る
裁
判

所
（
地
方
裁
判
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
裁
判
所
の

管
轄
区
域
内
に
あ
る
筋
易
裁
判
所
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
に
、
収
入
官
吏
、
知
‐
紐

（
歳
入
徴
収
官
等
と
し
て
指
定
す
る
官
職
及
び
委
任
す

る
事
務
の
範
囲
）

第
三
条

歳
入
徴
収
官
、
支
出
負
担
行
為
担
当
官
、
官
署

支
出
官
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
、
．
契
約
担
当
官
、
糊
引
矧
司

理
官
、
分
任
歳
入
圃
刷
叫
司
、
厳
入
徴
収
官
代
理
、
支
出

負
担
行
為
担
当
官
代
理
、
官
署
支
出
官
代
理
、
セ
ン
タ

ー
支
出
官
代
理
、
契
約
担
当
官
代
理
１
物
品
管
理
官
㈹

理
及
び
分
任
歳
入
徴
収
官
代
理
と
Ｌ

理
、
官
署
支
出
｛

約
担
当
官
代
理
、

官
署
支
出
官
代
理
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理
、
契

物
剖
銅
智
劃
ヨ
ョ
㈹
理
、
Ｊ
瑚
国
垣
函
刃
翻
圃
咽

）
て
指
定
す
る
官
職

岻 三



用
語

歳
入
徴
収
官

歳
入
徴
収
官
代
理

一
支
出
負
担
行
為
担
当
官

一
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代
理

一
官
署
支
出
官

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

用
語
の
意
義
（
第
二
条
関
係
）

［
２
．
３

略
］

（
保
管
有
価
証
券
取
扱
主
任
官
の
任
命
等
）

第
七
条

［
略
］

２
保
管
有
価
証
券
取
扱
主
任
官
が
行
う
事
務
の
範
囲
に

つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
（
別
表
第
三
の
簡
易

劃
釧
判
列
の
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
条
第
二
項
及
び
別
表
第
三
中
「
収
入
官
吏

等
」
と
あ
る
の
は
、
「
保
管
有
価
証
券
取
扱
主
任
官
」
と

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る

官
署
支
出
官
代
理

セ
ン
タ
ー
支
出
官

前
渡
官
吏
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
、
例
刈
剴
ヨ
ヨ

閃
剰
「
、
資
金
前
渡
官
吏
代
理
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納

官
吏
代
理
及
び
出
納
員
（
以
下
「
収
入
官
吏
等
」
と
い

う
。
）
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
別
表
第
三
中
「
第
六
条
関
係
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

条
関
係
」
と
、
「
現
金
の
出
納
保
管
」
と
あ
り
、

「
歳

入
歳
出
外
現
金
の
出
納
保
管
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
有

価
証
券
の
受
払
保
管
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

意
義

会
計
法
第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
歳
入
徴
収
官

予
決
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
歳
入
徴
収
官
代
理

会
計
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
支
出
負
担
行
為
担
当
官

予
決
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代
理

子
決
令
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
官
署
支
出
官

支
出
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

官
署
支
出
官
代
理

予
決
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
支
出
官

前
渡
官
吏
代
理
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
代
理
及

び
出
納
員
（
以
下
「
収
入
官
吏
等
」
と
い
う
。
）

を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
．
３

同
上
］

（
保
管
有
価
証
券
取
扱
主
任
官
の
任
命
等
）

第
七
条

［
同
上
］

２
保
管
有
価
証
券
取
扱
主
任
官
が
行
う
事
務
の
範
囲
に

つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
（
別
表
第
三
の
剃
倒
門

司
剰
国
留
馴
調
の
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
及
び
別
表
第
三
中
「
収
入

官
吏
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
有
価
証
券
取
扱
主
任
官

例
刈
司
副
剰
、
資
金
前
渡
官
吏
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納

官
吏

」
と
、
別
表
第
三
中
「
第
六
条
関
係
」
と
あ
る
の
は
「

第
七
条
関
係
」
と
、
「
現
金
の
出
納
保
管
」
と
あ
り
、

「
歳
入
歳
出
外
現
金
の
出
納
保
管
」
と
あ
る
の
は
「
保

管
有
価
証
券
の
受
払
保
管
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

！

五六

資
金

｜
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理

一
契
約
担
当
官

別
表
第
二
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

歳
入
徴
収
官
及
び
歳
入
徴
収
官
代
理

資
金
前
渡
官
吏

契
約
担
当
官
代
理

分
任
契
約
担
当
官

歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
代
理

収
入
官
吏

分
任
契
約
担
当
官
代
理

債
権
管
理
総
括
機
関

保
管
有
価
証
券
取
扱
主
任
官

出
納
員

歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏

一
出
納
官
吏
事
務
規
程
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏

資
金
前
渡
官
吏
代
理

収
入
官
吏
代
理

物
品
管
理
官

物
品
管
理
官
代
理

国
有
財
産
事
務
分
掌
者

本
官
設
置
家
裁

高
等
裁
判
所

最
高
裁
判
所

設
置
す
る
裁
判
所

本
官
設
置
家
裁

一
事
務
局
長

地
方
裁
判
所

指
定
す
る
官
職

歳
入
徴
収
官

事
務
局
次
長

経
理
局
長

事
務
局
長

支
出
官
事
務
規
程
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
支
出
官
代
理

会
計
法
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
契
約
担
当
官

予
決
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
契
約
担
当
官
代
理

会
計
法
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
分
任
契
約
担
当
官

予
決
令
第
百
三
十
九
条
の
一
一
第
三
項
に
規
定
す
る
分
任
契
約
担
当
官
代
理

出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
一
一
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
一
条
第
三
項
に

規
定
す
る
収
入
官
吏

会
計
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
入
官
吏
の
事
務
の
全
部
の
代
理
を

命
ぜ
ら
れ
た
職
員

政
府
保
管
有
価
証
券
取
扱
規
程
第
一
条
に
規
定
す
る
政
府
保
管
有
価
証
券
の
受
払
保

管
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
職
員

債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
蔵
省
令
第
八
十
六
号
）
第
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
債
槽
管
理
総
括
機
関

会
計
法
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
出
納
員

会
計
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
の
事
務

の
全
部
の
代
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員

会
計
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
前
渡
官
吏
の
事
務
の
全
部
の
代

理
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員

出
納
官
吏
事
務
規
程
第
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
資
金
前
渡
官
吏

物
品
管
理
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
物
品
管
理
官

物
品
管
理
法
施
行
令
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
物
品
管
理
官
代
理

国
有
財
産
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
財
産
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
分
掌

す
る
職
員

下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
六
号
）
第
二

十
四
条
に
基
づ
き
会
計
課
、
経
理
課
又
は
出
納
課
が
置
か
れ
た
家
庭
裁
判
所

経
理
局
総
務
課
長

歳
入
徴
収
官
代
理

事
務
局
次
長

事
務
局
会
計
課
長

事
務
局
次
長

最
高
裁
判
所
の
歳
入
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

下
級
裁
判
所
の
歳
入
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
下
級
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
に
関
す
る
手
続
に

お
い
て
得
ら
れ
た
納
付
情
報
及
び
下
級
裁
判
所
に
係

属
す
る
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
国
庫
内
の
移

換
の
手
続
に
よ
り
日
本
銀
行
に
払
い
込
む
方
怯
に
よ

り
納
付
さ
れ
る
手
数
料
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

委
任
す
る
事
務
の
範
囲

当
該
地
方
裁
判
所
及
び
そ
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
簡

易
裁
判
所
並
び
に
同
一
所
在
地
の
家
庭
裁
判
所
（
本

官
設
置
家
裁
を
除
く
。
）

の
歳
入
の
徴
収
に
関
す
る

事
務
。
た
だ
し
、
経
理
局
長
又
は
経
理
局
総
務
課
長

に
委
任
す
る
事
務
を
除
く
。

当
該
高
等
裁
判
所
の
歳
入
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
。

た
だ
し
、
経
理
局
長
又
は
経
理
局
総
務
課
長
に
委
任

す
る
事
務
を
除
く
。

当
骸
本
官
設
置
家
裁
の
歳
入
の
徴
収
に
関
す
る
事

務
。
た
だ
し
、
経
理
局
長
又
は
経
理
局
総
務
課
長
に
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別
表
第
三
を
吹
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三

収
入
官
吏
等
が
行
う
事
務
の
範
囲
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四

債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
委
任
す
る
事
務
の
範
囲
（
第
八
条
関
係
）

収
入
官
吏
等
が
所
属
す
る
裁
判
所

最
高
裁
判
所

附
則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

高
等
裁
判
所

地
方
裁
判
所

簡
易
裁
判
所

本
官
設
置
家
裁

資
金
前
渡
官
吏

歳
入
徴
収
官

債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行

う
職
員

官
署
支
出
官

最
高

裁
判

所
長

官
今

崎
幸

彦

事
務
の
範
囲

当
該
歳
入
徴
収
官
が
所
属
す
る
裁
判
所
（
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
は
そ
の
管
轄
区
域

内
に
あ
る
簡
易
裁
判
所
及
び
同
一
所
在
地
の
本
官
設
歴
家
裁
以
外
の
家
庭
裁
判
所
を

含
む
。
）
の
歳
入
金
に
係
る
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務

当
該
資
金
前
渡
官
吏
が
支
払
っ
た
金
額
の
返
納
金
に
係
る
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事

務 当
該
官
署
支
出
官
が
支
出
の
決
定
を
し
た
金
額
の
返
納
金
に
係
る
債
権
の
管
理
に
関

す
る
事
務

当
該
地
方
裁
判
所
（
支
部
を
含
む
。
）
、
家
庭
裁
判
所
（
支
部
及
び
出
張
所
を
含

み
、
当
該
事
務
に
対
応
す
る
収
入
官
吏
等
に
任
命
さ
れ
て
い
る
職
員
が
所
属
す
る

家
庭
裁
判
所
を
除
く
。
）
及
び
簡
易
裁
判
所
（
当
咳
事
務
に
対
応
す
る
収
入
官
吏

等
（
出
納
員
を
除
く
。
）
に
任
命
さ
れ
て
い
る
職
員
が
所
属
す
る
簡
易
裁
判
所
を

除
く
。
）
の
現
金
の
出
納
保
管
の
事
務

地
方
裁
判
所
と
同
一
所
在
地
の
高
等
裁
判
所
支
部
（
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
を
除

く
。
）
の
歳
入
歳
出
外
現
金
の
出
納
保
管
の
事
務

当
該
本
官
設
歴
家
裁
（
支
部
及
び
出
張
所
を
含
む
。
）

の
現
金
の
出
納
保
管
の
事

務
。
た
だ
し
、
本
官
設
置
家
裁
支
部
の
歳
入
歳
出
外
現
金
の
出
納
保
管
の
事
務
を

除
く
。

当
該
高
等
裁
判
所
（
支
部
を
含
む
。
）
の
現
金
の
出
納
保
管
の
事
務
。
た
だ
し
、

高
等
裁
判
所
支
部
（
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
を
除
く
。
）

の
歳
入
歳
出
外
現
金
ｍ

出
納
保
管
の
事
務
を
除
く
。

事
務
の
範
囲

最
高
裁
判
所
の
現
金
の
出
納
保
管
の
事
務

当
該
簡
易
裁
判
所
の
現
金
の
出
納
保
管
の
事
務

｜
委
任
す
る
事
務
を
除
く

九○
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